
１．社会福祉施設等の建築条件について
○対象降雨 1/10年確率降雨 or １/１００ 年確率降雨 or 1/200 年確率降雨
○想定浸水深 0.5m以上 or 1.0m以上（床高＋ベッド高）

２．区域指定の考え方について
○区域指定図の作成方法と指定プロセスについて

３．対象施設の考え方と現行条例の社会福祉施設等の取扱
○対象施設 入所 or 入所+通所
○現行条例の条件（1/200、3m以上はかさ上げ義務）を残して、別枠で条件を追加するのか。
○現行条例の条件を廃止し、今回の基準に統合するのか。

４．既存不適格施設に対する支援制度の考え方
○水害協の取組の中で避難確保計画作成に係る技術的支援を継続実施。
○厚生労働省が所管しているの社会福祉施設の水害対策として「社会福祉施設の耐震・防災対
策促進事業」による補助金を創設している。
【メニュー】非常用自家発電設備、水害対策に伴う改修等

⇒建築条件の見直しに伴い、既存施設には「社会福祉施設の耐震・防災対策促進事業」に上乗
せした支援策の創設 など

避難困難者利用施設への建築条件について議論いただきたい内容
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現行条例における社会福祉施設等の建築条件
倉敷市真備町の被災状況から見える現条例の課題

〇犠牲者の９割が独居の高齢者や高齢者夫婦、障害者。
〇犠牲者51人の内、43名が建物内。
〇建物内での犠牲者43名の内、４２名が1階で亡くなってお
り、その半分の21名が2階建てに住んでいた。
✓要支援者は、水平避難だけでなく、垂直避難も困難な場合
がある。
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浸水警戒区域における社会福祉施設等の建築条件

①想定水位以上に、避難できる場所（盛土による嵩上げやバルコニー、
屋根裏部屋＋非常用の進入口となる窓等、屋上等）がある。

②想定水位以下が木造であれば、木造部分の浸水部分が３m未満か、
耐水性構造である。

③「付近に有効な避難場所があること」を許可基準に含めていない。
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県内の社会福祉施設等の浸水リスク
県内の社会福祉施

設等の数
10年確率

浸水深0.5m以上
10年確率

浸水深1.0m以上
１0年確率

浸水深３．０m以上

（県）1,514/（市町）3,189
（計）4,703

（県）45/（市町）38
（計）83

（県）2/（市町）８
（計）１０

（県）０/（市町）１
（計）１

【入所施設数】
（県）358/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）１５/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）0/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）0/（市町）未調査
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滋賀県における社会福祉施設等分布状況

２０0年確率
浸水深0.5m以上

２０0年確率
浸水深1.0m以上

２00年確率
浸水深３．０m以上

（県）312/（市町）431
（計）743

（県）１02/（市町）143
（計）245

（県）２/（市町）9
（計）11

【入所施設数】
（県）88/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）35/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）１/（市町）未調査

10０年確率
浸水深0.5m以上

100年確率
浸水深1.0m以上

１00年確率
浸水深３．０m以上

（県）２２４/（市町）295
（計）519

（県）57/（市町）78
（計）135

（県）0/（市町）7
（計）7

【入所施設数】
（県）5６/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）２１/（市町）未調査

【入所施設数】
（県）0/（市町）未調査

※令和6年12月時点（県施設）
平成29年12月時点（市町施設）

※表中の浸水深の考え方
0.5m以上：床上浸水目安
1.0m以上：ベッドの高さを考慮し

た溺死する恐れのある
目安

3.0m以上：2階床面が浸水する
目安

※表中の社会福祉施設等の定義
水防法上で避難確保計画の作成
が義務付けられている施設
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避難困難者利用施設に対する区域（案） 床上浸水発生確率図①
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避難困難者利用施設に対する区域（案） 床上浸水発生確率図②
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避難困難者利用施設に対する区域（案） 床上浸水発生確率図③
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避難困難者利用施設に対する区域（案） 床上浸水発生確率図④
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8

新たな浸水警戒区域の検討

新たな浸水警戒区域指定（案）を作成

関係事業者等へ説明
（事務所管轄単位or県全体での説明会を開催）

圏域協議会にて協議

浸水警戒区域案の縦覧

市町長への意見聴取

審議会への意見聴取

浸水警戒区域の指定（告示）

浸水警戒区域における新規施設のチェック

合意
形成

社会福祉施設等に係る新たな区域指定プロセス（案）

社会福祉施設等の建築条件に係る新たな浸水警戒区域について 第19回 流域治水推進審議会
令 和 8 年 1 月 8 日
議 第 ３ 号 資 料

⇒区域（案）の作成方法について
机上調査のみで新たな浸水警戒区域（案）を作成

浸水警戒区域候補地の抽出【机上調査】
・地形条件（地先の安全度マップにより
審議する降雨規模以上の想定浸水深箇所の抽出）

資料収集【机上調査】

浸水警戒区域図（案）作成【机上調査】
地先の安全度マップの審議する降雨規模による想定浸水

深と1mメッシュDEMデータの重ね合わせにより区域指定
図（案）を作成

課題
✓重点地区の区域指定図で作成した場合

・対象降雨規模 1/200年確率
・想定浸水深を0.5m以上 に設定すると

広大な範囲が対象となり、現地測量等を実施しての
区域図作成は困難。

対応方針
⇒机上調査のみで、新たな浸水警戒区域指定図を作成。



水防法上で避難確保計画作成が義務付けられている社会福祉施設等一覧①

助産施設 入所 乳児院 入所

児童養護施設 入所 児童心理治療施設 入所

小型児童館 児童センター

大型児童館A型、B型、C型 その他の児童館

子育て短期支援事業の用に供する施設 入所 一時預かり事業の用に供する施設

幼稚園 障害児童入所施設（福祉型、医療型）

児童発達支援センター（福祉型、医療型） 身体障害者福祉センター（A型、B型）

障害者更生センター 補装具製作施設

盲導犬訓練施設 点字図書館

点字出版施設 聴覚障害者情報提供施設

障害者支援施設 入所 地域活動支援センター

福祉ホーム 入所 生活介護事業所（老人短期入所施設）

短期入所事業所 入所 共同生活援助事業所 入所

自立訓練（機能訓練、生活訓練）事業所 就労移行支援事業所

就労継続支援（A型、B型）事業所 児童発達支援事業所

放課後等デイサービス事業所 特別支援学校

養護老人ホーム（一般、盲） 入所 軽費老人ホーム（A型、B型、※ケアハウス） 入所

都市型軽費老人ホーム 老人福祉センター（特A型、A型、B型）

老人短期入所施設 入所 老人デイサービスセンター

有料老人ホーム 認知症対応型共同生活介護事業所 入所

病院 一般診療所（有床）

助産所 救護施設

更生施設 授産施設

現行条例で建築条件の対象となる社会福祉施設等
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滋賀県流域治水の推進に関する条例施行規則 抜粋

※
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子どもが利用する施設

障害者が利用する施設

高齢者が利用する施設

※現条例では入所・通所問わず対象としている。
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〇条例に基づく建築条件の対象外となる社会福祉施設が存在。
〇社会福祉施設には、入所されている施設と通所の施設がある。

水防法上で避難確保計画作成が義務付けられている社会福祉施設等一覧②

女性自立支援施設 入所 母子生活支援施設 入所

児童自立支援施設 入所 児童家庭支援センター

児童遊園 母子・父子福祉センター

母子・父子休養ホーム 保育所型認定こども園

（認可）保育園 小規模保育事業所（A型、B型、C型）

幼保連携型認定こども園 家庭的保育事業所

小規模保育事業所 事業所内保育事業所

児童相談所一時保護施設 入所 女性相談支援センター一時保護施設 入所

認可外保育施設 小規模住居型児童養育事業所 入所

児童自立生活援助事業所 入所 放課後児童健全育成事業実施施設

幼保連携型認定こども園（1号認定） 居宅介護事業所

重度訪問介護事業所 同行援護事業所

行動援護事業所 療養介護事業所 入所

重度障害者等包括支援事業所 計画相談支援事業所

地域相談支援（地域移行支援）事業所 地域相談支援（地域定着支援）事業所

宿泊型自立訓練事業所 入所 保育所等訪問支援事業所

障害児相談支援事業所 居宅訪問型児童発達支援事業所

就労定着支援事業所 自立生活援助事業所

盲人ホーム サ高住（有料老人ホームではない） 入所

サ高住（有料老人ホーム） 入所 訪問介護事業所

訪問入浴事業所 訪問看護事業所

訪問リハビリテーション事業所 通所介護事業所

地域密着型介護事業所 通所リハビリテーション事業所

現行条例で建築条件の対象外となる社会福祉施設等 第19回 流域治水推進審議会
令 和 8 年 1 月 8 日
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※表中の施設は、現条例で建築条件の対象となる社会福祉施設等は除いています。

水防法上で避難確保計画作成が義務付けられている社会福祉施設等一覧③

短期入所生活介護事業所 入所 短期入所療養介護事業所 入所

居宅療養管理指導事業所 特定施設入居者生活介護事業所 入所

福祉用具貸与事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 入所

夜間対応型訪問介護事業 認知症対策型通所介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所 入所 地域密着型特定施設入居者生活介護
事業所

入所

居宅介護支援事業所 介護老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム。地域密着型含む）

入所

介護老人保健施設 入所 介護療養型医療施設

介護医療院 入所 一般診療所（有床以外）

歯科診療所 あはき施術所

柔道整復施術所 医療保護施設

宿所提供施設 無料定額診療施設

隣保館 へき地保健福祉館

小学校 中学校

高等学校 大学・短期大学

専門学校

現状

子どもが利用する施設

障害者が利用する施設

高齢者が利用する施設
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